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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のウィンドウガラス（４０）をウォータタンク（５０）に接続する側方部材（１０
）であって、前記ウィンドウガラス（４０）に固定可能な第１の部分（２０）と、前記ウ
ォータタンク（５０）の着脱自在な固定のための係合凹部（６０）を有するか、又は形成
する第２の部分（３０）と、シール部材（９０）とを備えて成り、前記ウォータタンク（
５０）が、係合及び／又は嵌合しつつ前記係合凹部（６０）に固定される第１の突起部（
５１）を備え、前記シール部材（９０）が、前記ウィンドウガラス（４０）の下端部（４
２）と前記ウォータタンク（５０）の上端部（５３）の間に圧装されているとともに、前
記ウォータタンク（５０）の取付位置において、前記ウィンドウガラス（４０）と前記ウ
ォータタンク（５０）の間に平滑かつ面一の移行部を形成するよう構成された前記側方部
材（１０）において、
　少なくとも１つの係止部材（７０）を設けるとともに、該係止部材（７０）を、前記係
合凹部（６０）への前記第１の突起部（５１）の挿入が第１の方向（Ｒ１）に容易である
一方、該第１の突起部（５１）を前記係合凹部（６０）から第２の方向（Ｒ２）へ引き抜
くのは困難であるよう構成し、かつ、前記第１及び第２の方向（Ｒ１，Ｒ２）に対して任
意の鋭角の角度（α）をなすよう配置するとともに爪として形成し、前記ウォータタンク
（５０）の前記第１の突起部（５１）を前記係合凹部（６０）に挿入する際に、前記係止
部材（７０）が側方に軽く押圧されるか、湾曲されるようにされる一方、前記ウォータタ
ンク（５０）を取り外す際には、前記係止部材（７０）が前記第１の突起部（５１）を解
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放する前に、該第１の突起部（５１）がまず前記係止部材（７０）を強く押圧するよう構
成し、前記係合凹部（６０）をバネ状脚部（６２）と第２の突起部（８０）で構成すると
ともに、前記バネ状脚部（６２）の自由端（６４）及び前記第２の突起部（８０）で前記
係合凹部（６０）の係合開口部（６１）を画成し、前記第２の突起部（８０）における前
記係合凹部（６０）の内側に第２のアンダーカット部（８３）を設け、前記係止部材（７
０）を、前記第２のアンダーカット部（８３）において、前記第２の突起部（８０）に固
定したことを特徴とする側方部材。
【請求項２】
　前記係止部材（７０）を、その少なくとも一部が弾性変形可能であるよう形成したこと
を特徴とする請求項１記載の側方部材。
【請求項３】
　少なくとも１つの前記係止部材（７０）を、前記係合凹部（６０）内に配置するととも
に、前記ウォータタンク（５０）における前記第１の突起部（５１）と係合及び／又は嵌
合するよう形成したことを特徴とする請求項１又は２記載の側方部材。
【請求項４】
　前記係合凹部（６０）が係合開口部（６１）を有するか、又は形成し、前記係止部材（
７０）の少なくとも一部を、前記係合開口部（６１）へ突出させたことを特徴とする請求
項３記載の側方部材。
【請求項５】
　前記係止部材（７０）における長手方向端面（７２）に湾曲端部（７１）を設けたこと
を特徴とする請求項１又は２記載の側方部材。
【請求項６】
　前記係止部材（７０）における前記湾曲端部（７１）を、前記ウォータタンク（５０）
の取付位置において、該ウォータタンク（５０）の前記第１の突起部（５１）で支持する
よう構成したことを特徴とする請求項５記載の側方部材。
【請求項７】
　前記係止部材（７０）における前記湾曲端部（７１）を、前記ウォータタンク（５０）
の取付位置において、当該側方部材（１０）で支持するよう構成したことを特徴とする請
求項５記載の側方部材。
【請求項８】
　少なくとも１つの前記係止部材（７０）を、前記ウォータタンク（５０）における前記
第１の突起部（５１）に配置するとともに、当該側方部材（１０）と係合及び／又は嵌合
するよう形成したことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の側方部材。
【請求項９】
　前記第１の部分（２０）と前記第２の部分（３０）の間に、少なくとも１つの前記シー
ル部材（９０）を支持する第２の突起部（８０）を形成したことを特徴とする請求項１～
８のいずれか１項に記載の側方部材。
【請求項１０】
　前記バネ状脚部（６２）を略Ｌ字状、Ｕ字状又はかぎ爪状に形成したことを特徴とする
請求項１～９のいずれか１項に記載の側方部材。
【請求項１１】
　前記バネ状脚部（６２）の前記自由端（６４）における前記係合凹部（６０）内側に第
１の係合面（６３）を設けたことを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の側
方部材。
【請求項１２】
　前記シール部材（９０）及び／又は前記係止部材（７０）を前記第２の突起部（８０）
に接着したことを特徴とする請求項９～１１のいずれか１項に記載の側方部材。
【請求項１３】
　前記シール部材（９０）及び／又は前記係止部材（７０）を前記第２の突起部（８０）
と一体に形成したことを特徴とする請求項９～１２のいずれか１項に記載の側方部材。



(3) JP 5614894 B2 2014.10.29

10

20

30

40

50

【請求項１４】
　前記第１の部分（２０）、前記第２の部分（３０）及び前記第２の突起部（８０）のう
ち少なくともいずれかに補強材（２６）を設けたことを特徴とする請求項９～１３のいず
れか１項に記載の側方部材。
【請求項１５】
　前記第１の部分（２０）、前記第２の部分（３０）及び前記第２の突起部（８０）のう
ち少なくともいずれかを押出成形部材としたことを特徴とする請求項９～１４のいずれか
１項に記載の側方部材。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれかに記載の側方部材（１０）を備えた、前記ウィンドウガラス
（４０）と前記ウォータタンク（５０）の間の移行部用のシール装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部分に記載した、車両のウィンドウガラスをウォータタンク
に接続する側方部材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両のウィンドウガラス（例えばフロントガラス）の下方には、ガラスから流れてくる
水を受け止めて側方へ排出するウォータタンクが設けられている。このウォータタンクを
ウィンドウガラスの下端部に固定及びシールするために、例えば、押出成形された側方部
材又は側方レールが使用される。ここで、この側方部材又は側方レールは、そのエッジ側
でウィンドウガラスに固着されるとともに、ウォータタンクを着脱自在に収容するための
係合溝を備えている。
【０００３】
　ウィンドウガラスから側方部材への移行領域において段差部又はエッジ部が形成されな
いよう、特許文献１には、ウィンドウガラスの下端部に接着されつつ断面がかぎ爪状の側
方要素を備えたウィンドウガラス用シール装置が開示されている。この側方要素は、くさ
び状の突起部と共に外方へ開口する係合開口部を形成するバネ状脚部を備えている。この
係合開口部は、突出する突起部を背面側において有するウォータタンクを収容するもので
ある。
【０００４】
　また、くさび状の突起部上には、ウィンドウガラスの下端部とウォータタンクカバーの
上端部の間に圧装されつつ取付位置においてウォータタンクの外面部及びウィンドウガラ
スと面一に接続するシールリップが配置されている。さらに、係合溝の下方には比較的軟
らかい材料から成る緩衝材が設けられており、該緩衝材によってシール装置が車体に対し
て支持されるようになっている。
【０００５】
　ところで、ウォータタンクが側方要素に係合する際に、ウィンドウガラスに対して垂直
に比較的大きな抵抗力を克服する必要があるため、側方要素を車体に対して支持する必要
がある。このような支持は、さらに、ウォータタンクが常に側方要素に固定されるととも
に、走行中に機械的あるいは熱的な負荷によってウォータタンクが不意に脱落しないよう
にするためにも必要なものである。ただし、メンテナンス（例えばフィルタの交換）の観
点から、ウォータタンクをウィンドウガラスに対して着脱自在とすることも必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】独国実用新案登録第２０００８５５５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　しかしながら、ウォータタンクを取り付ける際に、常に比較的大きな力が発生してしま
い、側方要素のウィンドウガラスへの接着に直接的な影響が生じてしまう。したがって、
側方要素の車体に対する支持が不足したり、側方要素を支持する車体領域がない場合には
、側方部が取付時の力によってウィンドウガラスから脱落してしまうことがある。
【０００８】
　また、従来の側方要素においては、特に軟弾性の支持部材が長期にわたってその弾性を
失うと、車体上における支持が極めて不快な騒音を発生させることがあるという問題もあ
る。
【０００９】
　本発明は上記問題にかんがみてなされたもので、その目的とするところは、従来技術に
おける欠点を解消するとともに、簡易な手段でコストを抑えて構成され、かつ、側方部材
とウィンドウガラスの間の接着を伴うことなく、迅速な組立のように簡易なウォータタン
クの取付を達成することにある。側方部材に取り付けられたウォータタンクは、継続的に
固定され、比較的強い負荷を受けた場合でも問題なく耐えられる必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の主要な特徴は、請求項１及び請求項１８の特徴部分に記載されている。また、
他の実施形態は請求項２～１７に記載されている。
【００１１】
　本発明は、車両のウィンドウガラスをウォータタンクに接続する側方部材であって、前
記ウィンドウガラスに固定可能な第１の部分と、前記ウォータタンクの着脱自在な固定の
ための係合凹部を有するか、又は形成する第２の部分と、シール部材とを備えて成り、前
記ウォータタンクが、係合及び／又は嵌合しつつ前記係合凹部に固定される第１の突起部
を備え、前記シール部材が、前記ウィンドウガラスの下端部と前記ウォータタンクの上端
部の間に圧装されているとともに、前記ウォータタンクの取付位置において、前記ウィン
ドウガラスと前記ウォータタンクの間に平滑かつ面一の移行部を形成するよう構成された
前記側方部材において、少なくとも１つの係止部材を設けるとともに、該係止部材を、前
記係合凹部への前記第１の突起部の挿入が第１の方向に容易である一方、該第１の突起部
を前記係合凹部から第２の方向へ引き抜くのは困難であるよう構成したことを特徴として
いる。
【００１２】
　これにより、ウォータタンクの突起部が従来に比して大幅に小さな抵抗、あるいは小さ
な力で係合凹部に挿入されるため、ウォータタンクを迅速かつ容易に取り付けることが可
能である。したがって、側方部材上及び該側方部材のウィンドウガラスとの接着部上には
比較的小さな力が作用し、ウォータタンクを繰り返し着脱しても側方部材が不意にウィン
ドウガラスから脱落することがない。
【００１３】
　さらに、車体に対する側方部材の複雑な支持が不要となり、製造コスト及び組立コスト
の削減を図ることが可能である。また、側方部材の支持部と車体が相対的に変位しても、
不快な騒音が発生しない。
【００１４】
　ところで、突起部の係合を解除する場合には、係止部材の本発明の構成により、比較的
大きな力が必要となる。したがって、ウォータタンクは、その取付後には常に側方部材に
固定されている。また、このウォータタンクが比較的強い機械的又は熱的な負荷を受けて
も、該ウォータタンクが側方部材あるいは車両から脱落することがなく、高い動作信頼性
が得られる。そして、全体として容易に組み立てることができるとともに、極めて強度が
高いものとなっている。
【００１５】
　また、前記係止部材を、前記第１及び第２の方向に対して任意の角度をなすよう配置す
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れば、着脱時の力配分をするに当たって好ましい。例えば、ウォータタンクの突起部を係
合凹部に挿入する際に、係止部材が側方にやや押圧されるか、湾曲されるようにすること
が考えられるとともに、ウォータタンクを取り外す際には、係止部材が突起部を解放する
前に、突起部がまず係止部材を強く押圧する必要がある。
【００１６】
　係止部材の取付方向に対する角度位置により、各係止部材は、係合凹部に挿入されるウ
ォータタンクの突起部に対する爪を形成している。そのため、例えば下方にある部材をメ
ンテナンスしたり修理する場合には、この爪を所定の力で克服した後、ウォータタンクを
側方部材から取り外せばよい。一方、ウォータタンクの突起部が係合凹部へ挿入される際
には爪の抵抗が比較的容易に克服されるので、側方部材とそのウィンドウガラスへの結合
が負荷を受けることがほとんどない。
【００１７】
　また、係止部材を、その少なくとも一部が弾性変形可能であるよう形成するのが好まし
い。このように弾性変形するものは、係合凹部へ突起部が挿入される際に容易に変形する
一方、突起部を側方部材から引き抜く場合の係止部材の変形は、弾性を有するものの困難
となっている。これは、例えば、係止部材が突起部を解放する前に強く押圧される必要が
あることに基づくものである。
【００１８】
　また、爪の機能をサポートするために、係止部材における長手方向端面に湾曲端部を設
けている。この湾曲端部は、実施形態に応じて、ウォータタンクの突起部及び／又は側方
部材で支持されている。
【００１９】
　また、本発明の１つの重要な実施形態は、少なくとも１つの前記係止部材を、前記係合
凹部内に配置するとともに、前記ウォータタンクにおける前記第１の突起部と係合及び／
又は嵌合するよう形成したことを特徴としている。このため、様々な実施形態を実現され
、例えば、係止部材を、結合方向に対して任意の角度でもって側方部材の突起部及び／又
は係合凹部のバネ状脚部に取り付けることが考えられる。
【００２０】
　また、前記係合凹部が係合開口部を有するか、又は形成し、前記係止部材の少なくとも
一部を、前記係合開口部へ突出させるのが好ましい。これにより、係合凹部にウォータタ
ンクにおける突起部が挿入される際に、該突起部が係止部材に係合し、係止部材がまず突
起部によって内方へ押圧される。そのため、ウォータタンクを、大きな力を必要とせずに
容易に取り付けることが可能である。そして、突起部の係合凹部への係合の後、係止部材
は突起部と係合し、その角度位置により爪が形成されるとともに、該爪は、比較的大きな
力による克服によってのみ側方へ押圧される。そのため、ウォータタンクは、容易に取り
付けられるものでありながら、側方部材から不意に脱落することがない。
【００２１】
　側方部材内部の更なる強度向上のために、前記係止部材における前記湾曲端部を、前記
ウォータタンクの取付位置において、該ウォータタンクの前記第１の突起部で支持するよ
う構成している。また、この第１の突起部に係合面、段差部などを設けてもよい。
【００２２】
　さらに、これに加えて、又はこれに代えて、少なくとも１つの前記係止部材を、前記ウ
ォータタンクにおける前記第１の突起部に配置するとともに、当該側方部材と係合及び／
又は嵌合するよう形成することが考えられる。これにより、取付中に側方部材とウィンド
ウガラスの間の結合に負荷をかけることなく容易かつ迅速にウォータタンクの取付を行う
ことが可能である。これと同時に、側方部材に取り付けられたウォータタンクが、強い負
荷がかかったときでも問題なく固定を維持でき、かつ、側方部材に損傷を与えることなく
ウォータタンクの取外しが可能であるよう固定されることになる。
【００２３】
　このような実施形態においては、係止部材は側方部材に対して爪として機能し、この爪
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は、係合力を大幅に削減させつつも取り付けられたウォータタンクをしっかりと固定する
ものとなっている。また、このとき、係止部材の湾曲端部は第２の突起部又はバネ状脚部
において支持されており、この第２の突起部は、係合面、段差部などを備えている。
【００２４】
　また、本発明の端重要な実施形態は、前記第１の部分と前記第２の部分の間に、少なく
とも１つの前記シール部材を支持する第２の突起部を形成したことを特徴としている。こ
こで、シール部材はウォータタンクとウィンドウガラスの間の移行部に必要なシールを行
うためのものであり、第２の突起部はウィンドウガラスの下端部とウォータタンクにおけ
る第１の突起部の間で弾性的な挟着部材及び／又は支持部材を形成するものである。
【００２５】
　また、前記係合凹部をバネ状脚部（６２）と前記第２の突起部（８０）で構成するとと
もに、前記バネ状脚部の自由端及び前記第２の突起部で前記係合開口部を画成している。
このとき、バネ状脚部をＬ字状、Ｕ字状又はかぎ爪状に形成することが考えられる。さら
に、バネ状脚部の自由端に、係合凹部内における部分において係合面を設けてもよい。な
お、この係合面には、ウォータタンクにおける第１の突起部又は係止部材が係合するよう
になっている。
【００２６】
　また、ウォータタンクにおける第１の突起部は、その係合位置において、外方に突出し
たバネ状脚部により常に包囲されつつ固定されている。一方、第２の突起部は、挟着部材
を形成している。これと同時に、第２の突起部はシール部材を支持しており、これにより
側方部材は、ウォータタンクとウィンドウガラスを相互にシールするにとどまらず、両者
を互いに係合及び／又は嵌合させつつ結合させている。さらに、係合凹部内における第２
の突起部における係合面により、例えばウォータタンクにおける第１の突起部又は精子部
材に対する追加的な係止機能が形成される。
【００２７】
　また、前記シール部材及び／又は前記係止部材を前記第２の突起部に接着させるのが好
ましいが、これらの部材を一体的に形成してもよい。そうすることで、各部材が一体又は
複数部分となっていることにより、様々な実施形態を実現することが可能となる。
【００２８】
　ところで、シール部材及び係止部材を軟弾性材料で形成するのが好ましい一方、側方部
材の一部及び第２の突起部は比較的硬い弾性材料で形成される。また、各構成部材又は側
方部材全体を、複合材料、すなわち比較的軟らかい材料と比較的硬い材料を組み合わせた
複合体として形成してもよい。例えば、シールリップの外部を比較的軟らかく形成する一
方内部を比較的硬く（特に中実又は硬質の中空に）形成することが可能である。また、そ
の他の形態も可能である。
【００２９】
　また、係止部材を、その外部が比較的軟らかく、内部が比較的硬い弾性材料で形成する
ことが考えられる。そして、その断面形状についても様々なものが考えられる。例えば、
長方形、だ円形又は凹状とすることができる。さらに、係止部材を、ウォータタンクにお
ける第１の突起部に対応した形状としたり、少なくとも部分的に中空断面を有するように
形成することが考えられる。また、側方部材の第２の突起部を、ほぼくさび状、段差状、
Ｔ字状又はＵ字状に形成してもよい。なお、これに限らず、他の形状としてもよい。
【００３０】
　また、前記第１の部分、前記第２の部分及び前記第２の突起部のうち少なくともいずれ
かに補強材を設けている。これにより、側方部材全体の強度が向上する上、持続的に強度
を維持することが可能である。
【００３１】
　そして、加工技術の観点から、前記第１の部分、前記第２の部分及び前記第２の突起部
のうち少なくともいずれかを押出成形部材とするのが望ましい。これにより、製造コスト
の削減を図ることが可能である。



(7) JP 5614894 B2 2014.10.29

10

20

30

40

50

【００３２】
　また、前記ウィンドウガラス用、特に車両のフロントガラスの下端領域用のシール装置
が設けられており、このシール装置は、ウィンドウガラス、該ウィンドウガラスに取り付
けられた側方部材及び該側方部材内に固定されたウォータタンクで構成されている。
【００３３】
　また、側方部材によれば、大きな力を必要とせずに迅速かつ容易にウォータタンクの取
付を行うことができる。そのため、ウォータタンクを繰り返し着脱しても、側方部材とウ
ィンドウガラスの間の結合に負荷を与えることがない。また、ウォータタンクは、その取
り付けられた位置において、係合及び／又は嵌合しつつ側方部材に保持される。そのため
、比較的大きな機械的又は熱的な負荷を受ける場合でも、継続的な固着を維持することが
可能である。なお、例えば粒子フィルタを交換等する場合にウォータタンクを取り外す場
合には、取付時に比して大きな力を必要とする。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、従来技術における欠点を解消できるとともに、簡易な手段でコストを
抑えて構成され、かつ、側方部材とウィンドウガラスの間の接着を伴うことなく、迅速な
組立のように簡易なウォータタンクの取付を達成することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明による側方部材を有するシール装置を取り付けた状態で示す断面図である
。
【図２】ウォータタンクの取付前における図１のシール装置の断面図である。
【図３】取付過程における図１のシール装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００３７】
　図１において符号１０で示す側方部材は、ウィンドウガラス４０をウォータタンク５０
に接続する役目を果たすものである。このウィンドウガラス４０は、例えば合わせガラス
から成るフロントウィンドウであり、不図示の乗用車の不図示の車体に取り付けられてい
る。通常は合成樹脂から成るウォータタンク５０は、その上端部５３において、大部分が
湾曲したウィンドウガラス４０の下端部４２に接続されているとともに、ウィンドウガラ
ス４０から流出する水を外部へ排出するものである。ここで、ウォータタンク５０の外面
部Ｇは、ウィンドウガラス４０の外面部Ａに対して特に面一となっている。
【００３８】
　側方部材１０は特に押出成形部材であり、その幅方向長さは、ウィンドウガラス４０の
幅あるいはウォータタンク５０の幅に相当する。また、側方部材１０は、１つ又はそれぞ
れ適当な硬さの例えばポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、アクリルニ
トリル－ブタジエン－スチレン共重合合成樹脂（ＡＢＳ樹脂）やこれらの組合せなどの複
数の合成樹脂（熱可塑性又は熱硬化性）で構成されている。なお、側方部材１０を、エラ
ストマや例えばエチレン－プロピレン－ジエンゴム（ＥＰＤＭ）などのゴム材料で形成し
てもよい。
【００３９】
　側方部材１０の第１の部分２０はウィンドウガラス４０への固定のために固定面２２を
備えており、この固定面２２には、例えば熱によって活性化される両面テープである接着
層２４が形成されている。さらに、側方部材１０は、接着層２４と共にウィンドウガラス
４０の下端部４２に沿ってウィンドウガラス４０の背面部４４に対して押圧されていると
ともに、該背面部４４に接着されている。
【００４０】
　側方部材１０は更に第２の部分３０を有しており、この第２の部分３０は、ウォータタ
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ンク５０を着脱できるよう係合凹部６０を備えている。そして、ウォータタンク５０はそ
の背面側において凹状あるいは凸状の突起部５１を備えており、この突起部５１は、係合
凹部６０に係合あるいは嵌合するようになっている。また、図１に示すように、ウォータ
タンク５０の突起部５１は、ウォータタンク５０の外面部Ｇあるいはウィンドウガラス４
０の外面部Ａに対してほぼ垂直な結合方向Ｒ１に向けて延在している。
【００４１】
　また、ウィンドウガラス４０、側方部材１０及びウォータタンク５０は、ウォータタン
ク５０の弾性的な突起部５１が結合方向Ｒ１へ向けて側方部材１０の係合凹部６０へ挿入
されるとともに前記方向Ｒ１とは逆の方向Ｒ２へ再び係合解除されるよう配置されている
。
【００４２】
　ここで、係合凹部６０は、ほぼＬ字状、Ｕ字状又はかぎ爪状のバネ状脚部６２と、側方
部材１０における第１の部分２０と第２の部分３０の間に形成された突起部８０とで画成
されている。また、バネ状脚部６２の自由端６４と突起部８０によりウォータタンク５０
の突起部５１のための係合開口部６１が形成されている。
【００４３】
　ところで、突起部８０の断面はくさび状及び／又はＴ字状に形成されており、該突起部
８０は、ウィンドウガラス４０の下端部４２とウォータタンク５０における内方へ突出し
た突起部５１の間に、シール部材９０の平面部９１において該シール部材９０を支持する
挟持体あるいは支持体を形成している。ここで、シール部材９０は、例えば熱可塑性エラ
ストマ（ＴＰＥ）や膨張ゴム等のエラストマやゴム材料などの軟弾性の材料で形成されて
いる。
【００４４】
　また、このシール部材９０は、その先端部９２においてウィンドウガラス４０の下端部
４２に密着しているとともに、ウォータタンク５０の取付後、シール部材９０の不図示の
外面部がウィンドウガラス４０の外面部Ａ及びウォータタンク５０の外面部Ｇと面一に接
続されるよう、前記下端部４２とウォータタンク５０の上端部５３の間に圧装される。し
たがって、ウィンドウガラス４０とウォータタンク５０の間の移行部は、ほぼ平滑かつ面
一に形成されることとなる。なお、シール部材９０は突起部８０に特に接着されているが
、該シール部材９０を突起部８０と一体に形成してもよい。
【００４５】
　突起部８０と、側方部材１０における第１の部分２０によりウィンドウガラス４０の下
端部４２に空洞部８４が形成されており、該空洞部８４により、取付後の状態においてウ
ィンドウガラス４０に対して支持される突起部８０が弾性的にたわむことが可能となって
いる。そのため、継続的かつ良好なシールが達成できるだけでなく、シールの信頼性の向
上を図ることが可能である。さらに、突起部８０とシール部材９０により、ウィンドウガ
ラス４０とウォータタンク５０の間の誤差を補償することも可能である。
【００４６】
　ところで、バネ状脚部６２はその自由端６４においてかつ係合凹部６０の内部において
係合面６３を備えており、該係合面６３は、ウォータタンク５０が取り付けられた位置に
おいて突起部５１に形成された係合面５２と係合するようになっている。したがって、突
起部５１は、側方部材１０の係合凹部６０内で常に係合及び／又は嵌合されることになる
。また、突起部５１を係合凹部６０へより良好に挿入できるよう、係合面５２及び上記自
由端６４には、不図示の傾斜面が形成されている。さらに、突起部８０にも、係合凹部６
０内においてアンダーカット部８３が形成されている。なお、このアンダーカット部８３
の機能については後述する。
【００４７】
　ウォータタンク５０の爪による係合のように、側方部材１０とウィンドウガラス４０の
間の接着を伴うことのない簡易な構成を実現するために、係合凹部６０内に突起部として
形成されつつ側方部材１０の長手方向へ延在する係止部材７０が形成されている。この係
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止部材７０は、少なくとも部分的に弾性変形可能なものであり、例えば熱可塑性エラスト
マ（ＴＰＥ）、膨張ゴム又は他の適当な材料で形成されている。さらに、この係止部材７
０は、ウォータタンク５０の突起部５１がＲ１方向に係合凹部６０内へ比較的容易に挿入
することができる一方、上記突起部５１を係合凹部６０からＲ２方向へ係合解除するのが
困難なように形成されている。
【００４８】
　図１に示すように、係止部材７０は係合凹部６０内で方向Ｒ１，Ｒ２に対して角度αと
なるよう、すなわちウォータタンク５０における突起部５１に対して鋭角をなすよう配置
されている。また、この係止部材７０は、少なくとも部分的に係合凹部６０の係合開口部
６１へ突出するようになっているとともに、係合凹部６０内でウォータタンク５０におけ
る突起部５１に係合及び／又は嵌合するようになっている。したがって、ウォータタンク
５０は、その取付位置において着脱可能かつ継続的に固定されることになる。
【００４９】
　これを可能とするため、係止部材７０の長手方向端面７２には湾曲端部７１が形成され
ており、ウォータタンク５０の突起部５１には係合面５２が形成されている。これにより
、係止部材７０の自由端あるいは湾曲端部７１によって、ウォータタンク５０の取付位置
において側方部材１０の長手方向へ延在する突起部５１が支持されることとなる。そのた
め、安定的な係合が保証される。
【００５０】
　図１に更に示すように、係止部材７０は、アンダーカット部８３において、シール部材
９０と同様に突起部８０に固定されている。また、この係止部材７０は突起部８０におけ
る結合領域７３と湾曲端部７１の間に狭小部分７４を備えており、ほぼ凹状の断面が形成
されている。そして、この断面により、ウォータタンク５０の突起部５１が係合凹部６０
に挿入される際に係止部材７０が側方あるいはその長手方向に対して直角方向に回避され
ることになる。
【００５１】
　このような効果をサポートするため、突起部５１の端部には、係止部材７０を側方へ押
圧する傾斜面５５が形成されている。なお、突起部５１を係合凹部６０へ挿入するのに必
要な力に応じて、係止部材７０の断面をくさび状又は直方体状に形成することも考えられ
る。なお、係止部材７０はシール部材９０と同様に突起部８０に接着されているが、この
係止部材７０を突起部８０と一体に形成してもよい。
【００５２】
　図２には、ウィンドウガラス４０、該ウィンドウガラス４０に固定された側方部材１０
及びウォータタンク５０から成るシール装置が非取付状態で示されている。したがって、
ウォータタンク５０における突起部５１は、側方部材１０の係合凹部６０にまだ係合して
いない。
【００５３】
　一方、図３においては、ウォータタンク５０における突起部５１が、係合凹部６０への
その挿入時に、結合方向Ｒ１に対してαの角度で係合凹部６０の係合開口部６１に突出す
る係止部材７０を押しのけることが示されている。このとき、突起部５１がその傾斜部５
５で係止部材７０を突起部８０のアンダーカット部８３の側方へ摺動させる。このような
摺動は、係止部材７０の断面及び材料を適当に選択することで比較的容易に行うことが可
能である。そのため、ウォータタンク５０における突起部５１は、比較的小さな力で側方
部材１０に係合され、側方部材１０のウィンドウガラス４０に対する接着がほとんど影響
を受けないようになっている。また、車体に対する側方部材１０の追加的な支持手段が不
要である。
【００５４】
　ところで、ウォータタンク５０がその最終位置に到達すると、係止部材７０が突起部５
１に形成された係合面５４に係合し、係止部材７０の湾曲端部７１が突起部５１において
係合及び／又は嵌合しつつ支持される。したがって、係止部材７０は、ウォータタンク５
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０あるいはその突起部５１を係合凹部６０内あるいは側方部材１０に係合及び／又は嵌合
しつつ固定する爪を形成している。
【００５５】
　しかして、ウォータタンク５０を側方部材１０との係合から解除する場合には、突起部
５１が係合凹部６０内において該突起部５１に対して垂直に位置する係止部材（爪）７０
を克服する必要があるが、挿入時よりもはるかに大きな力を必要とする。ウォータタンク
５０は常に確実に、かつ、高い信頼性をもって側方部材１０に固定されているが、該ウォ
ータタンク５０を、必要な場合には取り外すことも可能であるとともに、上述のように、
大きな力を必要とせずに再び取り付けることができる。
【００５６】
　側方部材１０の第１の部分２０内及び同第２の部分３０におけるバネ状脚部６２内には
例えばアルミニウムバンド、スチールバンドなどの補強材２６が組み込まれており、この
補強材２６は、側方部材１０における第１の部分２０と第２の部分３０の間の湾曲部（移
行部）２７に到達まで、又は図示のようにバネ状脚部６２まで延在している。また、この
補強材２６は通常は側方部材１０の形状に対応して延在しているが、図示のものより短く
、あるいは長く形成することも可能である。さらに、突起部８０内の補強材８１により側
方部材１０の強度及び突起部８０の支持能力が向上する。
【００５７】
　また、前記第１の部分２０の平面部における中央領域に小孔群（不図示）を設けてもよ
く、この小孔群を２列以上設けてもよい。これにより、第１の部分２０にわたって補足的
に形成された接着ビード（不図示）をウィンドウガラス４０の背面部４４まで到達させる
ことができる。
【００５８】
　本発明は、上述の実施形態に限らず、様々な形態で応用可能であり、係止部材７０を突
起部８０に設ける代わりにバネ状脚部６２に設けることも考えられる。この場合、ウォー
タタンク５０の突起部５１もこれに応じて形成する必要がある。また、突起部５１の両側
に配置される２つの係止部材７０を設けてもよい。他の実施形態として、ウォータタンク
５０の突起部５１に少なくとも１つの係止部材７０を設けることが考えられる。この場合
、（各）係止部材７０の湾曲端部７１はウォータタンク５０の取付位置において側方部材
１０で支持されるので、この係止部材７０は、側方部材１０に係合及び／又は嵌合するこ
とになる。さらに、各係止部材７０を側方部材１０やウォータタンク５０における突起部
５１に設けることもできる。
【００５９】
　すべての実施形態において、係止部材７０は、常に、突起部５１の係合凹部６０への挿
入を大きな力を伴わずに可能とする爪として機能する一方、突起部５１を係合凹部６０か
ら引き抜くことを困難とするものであるため、ウォータタンク５０は、容易に取り付けら
れて継続的に固定され、必要な場合には取り外せるようになっている。
【００６０】
　まとめると、側方部材１０は、ウィンドウガラス４０を結合するために該ウィンドウガ
ラス４０に固定された第１の部分２０と、ウォータタンク５０の着脱自在な固定のための
係合凹部６０を形成する第２の部分３０とを備えている。ウォータタンク５０は突起部５
１を備えており、該突起部５１は、係合凹部６０において係合及び／又は嵌合しつつ固定
されている。また、ウィンドウガラス４０の下端部４２とウォータタンク５０の上端部５
３の間には少なくとも１つのシール部材９０が圧装されている。そして、このシール部材
９０は、ウィンドウガラス４０とウォータタンク５０の間のほぼ平滑かつ面一の移行部分
を形成している。
【００６１】
　また、ウォータタンク５０の突起部５１に対する係止部材７０は、側方部材１０におけ
る係合凹部６０への突起部５１の挿入が容易である一方、該突起部５１を係合凹部６０か
ら逆方向へ引き抜くのは困難であるように形成されている。
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【００６２】
　少なくとも部分的に弾性変形可能な係止部材７０は結合方向Ｒ１に対して角度αをなす
ように配置されており、これにより、係止部材７０は、ウォータタンク５０における突起
部５１に対する爪を形成している。また、少なくとも一部が係合凹部６０の係合開口部６
１に突出してこの係止部材７０は、取付位置において、その湾曲端部７１でウォータタン
ク５０の突起部５１又は側方部材１０に対して支持されている。なお、これら突起部５１
及び側方部材１０は、係合面５２，６３，及びアンダーカット部８３を備えている。
【００６３】
　また、側方部材１０における第１の部分２０と第２の部分３０の間には、くさび状及び
／又はＴ字状若しくはＵ字状の突起部８０が設けられている。そして、この突起部８０に
おいて、少なくとも１つのシール部材９０が外方へ向けて突出している。
【００６４】
　係合凹部６０は突起部８０及びバネ状脚部６２で形成されており、このバネ状脚部６２
は、その断面がＬ字状、Ｕ字状又はかぎ爪状に形成されている。また、係止部材７０及び
シール部材９０は、突起部８０に一体的に形成されるか、又はこれに固着されているとと
もに、特に軟弾性の湾曲部材を備えている。
【００６５】
　側方部材１０、係止部材７０及びシール部材９０のうち少なくともいずれかは、例えば
外側が比較的硬く、内側が比較的軟らかい複合部材のように、複合材料で形成されている
。また、補強材２６，８１は、弾性を高めるものとなっている。側方部材１０の固定面２
２は高さ方向に交互にずらされた接触領域を備えており、これら接触領域間で、場合によ
って小孔群が形成された上記第１の部分２０において、例えば溝内に位置しつつ両側に層
を備えた十分な両面テープである接着層を包囲することが可能である。なお、両面テープ
にも小孔群を設けてもよい。
【００６６】
　ウィンドウガラス４０をウォータタンク５０に接続するための側方部材１０は、ウィン
ドウガラス４０に固定可能な第１の部分２０と、ウォータタンク５０の着脱自在な固定の
ための係合凹部６０を有するか、又は形成する第２の部分３０とで構成されている。また
、ウォータタンク５０は突起部５１を備えており、この突起部５１は、係合及び／又は嵌
合しつつ係合凹部６０内に固定される。また、ウォータタンク５０の取付位置においてウ
ィンドウガラス４０とウォータタンク５０の間でほぼ平滑かつ面一の移行部を形成する少
なくとも１つのシール部材９０が設けられている。
【００６７】
　また、爪による取付のような、側方部材１０とウィンドウガラス４０の間の結合を伴わ
ないウォータタンク５０の簡易な取付を実現するため、側方部材１０における係合凹部６
０への突起部５１の挿入（Ｒ１）が容易である一方、該突起部５１を係合凹部６０から逆
方向（Ｒ２）へ引き抜くのは困難であるよう少なくとも１つの係止部材７０が形成されて
いる。
【００６８】
　特許請求の範囲、明細書及び図面から把握される、個々の構成部材、空間的に配置及び
方法におけるステップを含む特徴及び利点は、本発明の範囲を逸脱しない限り、適宜組み
合わせることができる。
【符号の説明】
【００６９】
　１０　　　　　側方部材
　２０　　　　　側方部材における第１の部分
　２２　　　　　固定面
　２４　　　　　接着層
　２６　　　　　補強材
　２７　　　　　湾曲部
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　２８　　　　　接着ビード
　３０　　　　　側方部材における第２の部分
　４０　　　　　ウィンドウガラス
　４２　　　　　ウィンドウガラスの下端部
　４４　　　　　ウィンドウガラスの背面部
　５０　　　　　ウォータタンク
　５１　　　　　突起部
　５２　　　　　係合面
　５３　　　　　ウォータタンクの上端部
　５４　　　　　係合面
　５５　　　　　傾斜面
　６０　　　　　係合凹部
　６１　　　　　係合開口部
　６２　　　　　バネ状脚部
　６３　　　　　係合面
　６４　　　　　バネ状脚部の自由端
　７０　　　　　係止部材
　７１　　　　　湾曲端部
　７２　　　　　係止部材の長手方向端面
　７３　　　　　結合領域
　７４　　　　　狭小部分
　８０　　　　　突起部
　８１　　　　　補強材
　８２　　　　　境界部
　８３　　　　　アンダーカット部
　８４　　　　　空洞部
　９０　　　　　シール部材
　９１　　　　　シール部材の平面部
　９２　　　　　先端部
　Ａ　　　　　　ウィンドウガラスの外面部
　α　　　　　　角度
　Ｇ　　　　　　ウォータタンクの外面部
　Ｋ　　　　　　車体
　Ｒ１，Ｒ２　　結合方向
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